
指定難病の医療費助成「後縦靭帯骨化症、黄色靭帯骨化症の重症度分類について」 

「難病法」による医療費助成の認定対象となるのは、原則として「後縦靭帯骨化症」、「黄色靭帯骨化症」と

診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合です。 

後縦靭帯骨化症、黄色靭帯骨化症の「重症度分類」は下記のとおりです。 

後縦靭帯骨化症、黄色靭帯骨化症の「重症度分類」 

（難病情報センターホームページより） 

＜まとめ＞ 後縦靭帯骨化症、黄色靭帯骨化症の方が医療費助成の認定対象となるには、 

下記①、②（重症度分類）を満たすことが必要となります。 

①骨化が証明され、それが神経障害の原因となり日常生活上支障となる著しい運動機能障害を伴う 

②運動機能障害（上記 判定基準）として下記を満たすもの 

●頸髄症の方は・・・ 

Ⅰ．上肢運動機能、Ⅱ下肢運動機能の「０、１、２」のいずれかに当てはまる場合 

●胸髄症あるいは腰髄症の方は・・・ 

Ⅱ．下肢運動機能の「０、１、２」のいずれかに当てはまる場合 

 

＊なお、手術治療を行う場合は上記の項目を満たさない場合であっても認められることがあります。

＊なお、重症度分類は、直近 6か月間で最も悪い状態をもとに医師が上記①、②等を判断します。 


